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 ５ 更新許可申請 

 
       （Ｐ．１５～１７ 許可申請に必要な書類一覧表 参照） 

 
              （法第14条第2項、第14条の4第2項）  

 

 

 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた
者は基本的に、５年間の経過によって許可の効力を失います。そ

の後も事業を継続しようとするときは、許可の有効年月日までに

更新の申請を行う必要があります。 

 

 手続きは、許可の有効年月日の３か月前から受付します。許可期
限日の2か月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可

期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。 

 

 有効期限が過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習
会の修了証が必要です。（詳細はP.7を参照） 

 

 変更届について、役員や車両等の変更があったときは、10日以内

に届け出が必要です。更新許可申請時には変更届出の漏れがない

かを確認し、漏れがある場合は許可申請時に申し出てください。 

 

 上記のほか、許可の有効期間の特例制度があります。詳しくは、
Ｐ１２をご参照下さい。 

 

 府内の政令市に許可申請される場合は、事前に８７ページをご確認
下さい。 

 

 

 

※なお、許可の有効年月日が閉庁日（休祝祭日）に当たる場合、次の

とおりの対応となりますので、ご注意下さい。 

  

（大阪府、大阪市）休祝祭日の翌日の受付が可能です。 

（大阪府、大阪市以外）許可の有効年月日以降の受付はできません。 

 

 

 

 



.



P.

(1)
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       変更届等に必要な書類一覧（特別管理産業廃棄物処理業も同様） 

届出書類（○印）及び 
添付書類（★印） 

名 称 
氏 名 

法定 
代理人 

法 人 の 
役 員 

法人の 
株主又は 
出資者 

使用人 住所 
事務所等 
の所在地 

運搬車両 
等 

組織変更 
 

事 業 の 
廃 止 

○産業廃棄物処理業変更届出書 
（記入例P.38、様式P.56） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○〔別紙２〕運搬施設の概要 
（記入例P.40、様式P.59） 

○〔別紙５〕運搬車両の写真 
（記入例P.43、様式P.62） 

★自動車検査証の写し 
★車両の賃借等に関する証明書（様式P.72） 

      ○ 
※１ 

  

○〔別紙９〕 誓約書（記入例P.47、様式P.66） 
 ○ 

※５ 
○ 
※５ 
○ 
※５ 
○ 
※５ 

  
○ 

 

★事務所、事業場、駐車場付近の見取図      
○ 駐車場の

場所が変

わる場合

必要 

  

★産業廃棄物収集運搬業の許可証 
○ 

 代表者が
変わる 
場合必要 

  ○ 
※４ 

 
○ ○ 

《
届
出
者
が
法
人
の
場
合
》 

★定款又は寄附行為 ○ 
      

○ 
 

★法人登記簿謄本 
（履歴事項全部証明書） 
（届け出る変更内容がすべて確認 
できるもの） 

○  ○   ○  ○  

★変更する者 全員の住民票等 
（本籍地が記載されているもの） 
★変更する者 全員の登記されていない
ことの証明書 

 
★株主等の変更に係る新旧対照表 
（様式P.71） 

  ○ 
※２ 
 
 
堺市は必要 

○ 
※２ 
※３ 

○ 

○ 
※２ 

    

《届出者が個人の場合》 
★住民票等 
（変更内容をすべて確認できるもの） 

○     ○ 
※２ 

   

《法定代理人又は政令で定める使用人に 
変更のある場合》 
★変更する者 全員の住民票等（本籍地が記載
されているもの） 

★変更する者 全員の登記されていないこと
の証明書 

 

 

 

○ 
※２ 

  ○ 
※２ 

    

注：・法人の株主又は出資者とは、１００分の５以上有している者とする。 
  ・上記の必要な書類を順に並べたものを正本１部、副本（正本のコピー可）１部提出してください。 
・住民票等、公的機関が発行する証明書類については、原本を提示の上であればコピーでも結構です。 

 
※１ 他の事業者が既に登録した車両は使用できません。 
※２ 住民票は本籍の記載があるもの、外国人の方にあっては外国人登録証明書の写し又は登録原票記載事項証明書を

提出してください。 
また、登記されていないことの証明書は、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」ことを証明事項とするも
のです。住民票又は外国人登録証明書に記載されている氏名（通称名ではありません）、生年月日、住所（又は本
籍、国籍）で証明を取ってください。 

※３ 株主が法人の場合、その登記簿謄本（登記事項証明書）を添付してください。 
※４ 許可書に記載されている内容に変更がない事務所等の所在地が変更になった場合は、許可証の添付は不要です。 
※５ 代表者が変更した場合と新たな役員等が就任した場合は必要です。役員等の退任のみの場合は不要です。 
＊届出内容によっては、許可基準に適合しているかを判断するための、より詳細な資料を求めることがあります。 
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(2)再委託の禁止 
 

   再委託は以下の基準に従って行われない限り、重大な違法行為となります。 

   

ア 産業廃棄物の処理を再委託する場合の基準（法第１４条第１６項） 

 

ａ あらかじめ事業者に対し、再委託業者及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにした上で

書面（環境省令で定める事項が記載されたものに限る）による事業者の承諾を受けることが必要です。 

ｂ 再委託しようとする相手が、他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委

託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託しなければなりません。 

 ｃ 再委託契約は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていることが必要です。 

ｄ 再受託者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者との委託契約の条項を記載した文書及び運搬業者若し

くは処分業者の氏名等を記載した文書を交付しなければなりません。（収集運搬業者が、処分業者と同一

の場合を除く。） 

 

イ 特別管理産業廃棄物の処理を再委託する場合の基準（法第１４条の４第１６項） 

 

 ａ あらかじめ事業者に対し、再委託業者及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにした上で

書面（環境省令で定める事項が記載されたものに限る）による事業者の承諾を受けることが必要です。 

 ｂ 再委託しようとする相手が、他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者で

あって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託し

なければなりません。 

 ｃ あらかじめ、事業者から文書で通知された委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、

荷姿及び取扱い上の注意事項を再受託者に文書で通知すること。 

 ｄ 再委託契約は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていることが必要で

す。 

 ｅ 再受託者に特別管理産業廃棄物を引き渡す際に、事業者との委託契約の条項を記載した文書を交付し

なければなりません。 
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(第2面) 
 

 既 に処 理 業 の許 可 
 （他の都道府県のもの
を含む。）を有している場
合はその許可番号 （申請
中の場合には、申請年
月日） 

都道府県・市区名                      許 可 番 号                               
 

兵 庫 県 ０２８００○○○○○○ 

神 戸 市 申請中（○○年○○月○○日申請） 

  

 申請者（個人である場合） 
  

（ふりがな）                
 
氏     名 

生年月日             
本           籍 

住           所 

   

 

   （法人である場合） 

（ふ り が な） 
 

名       称 
住           所 

 かぶしきがいしゃ おおてまえさんぎょう 

株式会社  大手前産業 

 

大阪市中央区大手前２丁目1番7号 

 法定代理人（申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合） 
  

（ふりがな） 
生年月日                

本           籍 

  氏    名  住           所  

   

 

 法第１４条第５項第２号ニに規定する役員（申請者が法人である場合） 
  

（ふりがな） 
 
氏    名 

生年月日                本           籍 

役職名・呼称                住           所 

 

おおて いちろう 

大手 一郎 

S20.10.15 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

代表取締役 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

おおて はなこ 

大手 花子 

S26.3.25 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

取締役 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

おおて たろう 

大手 太郎 

S45.9.10 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

取締役 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

なんば りゅういち 

難波 隆一 

S23.2.12 埼玉県さいたま市五関２丁目□番△号 

顧問 
 

大阪市住吉区長居１丁目△番○号 

○○ ○○ 
（◇◇ ◇◇） 

S25.4.17 
 

○○ 

監査役 大阪市住吉区長居１丁目◇番◇号 

        

  

 

申請中である場合は、 

その旨と申請年月日を 

記入してください。 

・必ず本名とふりがなを記載してください。外国人の方は、外国人登録

証明書に記載されている氏名も記載してください。 

・個人の場合で屋号がある場合は屋号も記載してください。 

必ず本名とふりがなを記載してください。 

変更許可申請の場合は、 

第２面の様式が異なりますので 

注意してください。 

外国人の方は国籍を

記載してください。 

外国人の方は、外国人登録

証明書に記載されている氏名

とふ り が な も記 載 し て くだ   

さい。 





  ( )





 

－３７－ 

 

 
（第３面） 

 

 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当  
 する出資をしている者 （申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者が  
 あるとき） 
  

 発行済株式の                  
 
 総数 

        ２０００  株 出資の額             １ 億   円 

（ふりがな） 
 

氏名又は名称                  
生年月日           

保有する株式の数 
 

又は出資の金額 
本           籍 

割      合 住           所 

おおて いちろう 

大手 一郎 
S20.10.15 

１０００株 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

５０％ 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

おおて はなこ 

大手 花子 S26.3.25 
３００株 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

１５％ 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

おおて たろう 

大手 太郎 

 
 

S45.9.10 

２００株 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

１０％ 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

なんば りゅういち 

難波 隆一 
S23.2.12 

１００株 埼玉県さいたま市五関２丁目□番△号 

５％ 大阪市住吉区長居１丁目△番○号 

かぶしきがいしゃ たにまちさんぎょう 

株式会社 谷町産業 
代表取締役 難波 花他１名 

 ４００株  

２０％ 大阪市中央区谷町２丁目×番 号 

    

  

 令第６条の１０に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
  

（ふりがな） 
 

氏      名 

生 年 月 日                  本              籍 

役職名・呼称                  住              所 

おおて たろう 

大手 太郎 

S45.9.10 北海道札幌市北区新川１丁目△番○号 

谷町支店長 大阪市中央区谷町３丁目○番×号 

おおさか  とおる 

大阪  徹 

S30.8.6 沖縄県那覇市久米１丁目○番□号 

大阪工場長 大阪市東成区今里3丁目□番△号 

 備考 
１ ※欄は記入しないこと。 

２ 「法定代理人」の欄から「令第６条の１０に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を

記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付す

ること。 
３ 都道府県知事が定める部数を提出すること。 

 ※手数料欄 

 

・必ず本名とふりがなを記載してください。 

・外国人の方は、外国人登録証に記載されている氏名も記載してください。 

・支店長又は廃棄物に関する契約を結ぶ権限を有する者を置くものの代表者すべてを必ず本名

にふりがなを付けて記載してください。 

・外国人の方は、外国人登録証に記載されている氏名も記載してください。 

・役員、株主と同じ人であっても記載してください。 

※ 政令で定める使用人も照会を行い、欠格要件に該当した場合は、不許可となります。 

証紙が必要な申請先であっても、 

この場所には貼付しないでください。 

・株主が法人である場合は、代表取締役

の氏名も記載してください。 

・代表取締役が複数いる場合は、「他○

名」とその人数も記載してください。 
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〔別紙 3〕 

４．収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業

員数を含む。） 
 
○ 車両毎の用途 

      

（例） 

   「動植物性残渣」・・・・・・・キャブオーバーで運搬 

   「建設系廃棄物」・・・・・・・ダンプで運搬 

   「がれき類」「金属くず」・・・コンテナ車で運搬 

 

      

   

 

 

○ 飛散流出防止措置 

   シート掛け、その他容器転倒防止等を図る。 

石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と混合しないよう、品目別に区分して運搬する。 

 

○ 収集運搬業務を行う時間 

  （例）営業日：月～土曜日（８：００～１６：００） 

     休業日：日曜日及び祝祭日 

 
                  従業員数内訳    
                           平成○年□月△日現在 
申請者又は申

請者の登記上

の役員 

政令第 6条の 10で定め

る第 4条の７に規定する

使用人 

相談役、顧問等申請

者の登記外の役員 

 
事務員 

 

 
運転手 

 
作業員 

 
その他 
 

 
合 計 

 

４人 １人 ０人 ０人 
３人 

（１人） 
０人 ０人 ８人 

 
 
 

・車検証の備考欄に「土砂等以外のもとのする」と記載されている車両で「がれき類」、「鉱さい」を 

 運搬することはできません。 

・塵芥車（パッカー車）で「がれき類」、「石綿含有産業廃棄物」を運搬することもできません。 

・その他、Ｐ６を参照して下さい。 

・「役員」の欄には、申請書第２面に記載した役員の人数を記載して下さい（監査役

も役員です）。 

・「使用人」の欄には、申請書第３面に記載した使用人の人数を記載して下さい。 

・役員や使用人、その他の職種を同一の方が兼ねている場合は、（ ）書きで、その

人数を記載して下さい。 

許可の更新申請の場合で、事業計画に変更のない場合には、 
「変更なし」とのみ記入。 
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22

248
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559-8555

1-14-16

21

 06-6210-9564

FAX 06-6210-9569

http://www.pref.osaka.jp/sangyohaiki/

  sanpai/

545-8550

1 5 1

3

 06-6630-3284

FAX 06-6630-3581

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/

page/0000009158.html

590-0078

5

 072-228-7476

FAX 072-228-7317

http://www.city.sakai.lg.jp/

15

JRJR

http://www.pref.osaka.jp/sangyohaiki/
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/
http://www.city.sakai.lg.jp/


- 86 - 

577-8521

06-4309-3208
FAX 06-4309-3944

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/

15

569-0066

2 14

 072-675-3695

FAX 072-675-5327

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/

16

561-0891

2 5 5

 06-6858-3070

FAX 06-6846-6390

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/

15

1
7
6

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
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( )



- 88 - 

?



540-0012

502

 06-6943-4016  FAX 06-6942-5314

http://www.o-sanpai.or.jp/

http://www.o-sanpai.or.jp/


21 21 10

http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html

http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html


5

23

103-0012 284 2F

TEL 03-3668-6513

http//www.jwnet.or.jp/jwnet/

23

(5,250 ) 1 13,125

http://www.jwnet.or.jp/jwnet/

